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令
和
６
年
２
月
雲
南
広
域
連
合
議
会
定
例
会

雲
南
広
域
連
合
長
所
信
表
明

と
市
町
村
圏
振
興
事
業
基
金
の
運
用
益
を
活
用
し
地
域

振
興
事
業
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
が
、
基
金
の

廃
止
後
に
お
き
ま
し
て
も
、
引
き
続
き
、
島
根
県
市
町

村
広
域
連
携
事
業
支
援
補
助
金
を
財
源
と
し
た
基
金
を

造
成
し
、
安
心
づ
く
り
、
人
づ
く
り
・
地
域
づ
く
り
を

実
施
方
針
に
掲
げ
た
地
域
振
興
事
業
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
雲
南
広
域
連
合
広
域
計
画
の
一
部
の
変

更
及
び
、
島
根
県
市
町
村
広
域
連
携
事
業
支
援
補
助
金

を
財
源
と
し
た
雲
南
広
域
連
合
地
域
振
興
基
金
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
、
今
議
会
に
ご
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

次
に
、
介
護
保
険
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
を
計
画
期
間
と
す
る

第
９
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に
つ
き
ま
し
て
は
、
昨
年

７
月
か
ら
５
回
に
わ
た
り
介
護
保
険
事
業
計
画
審
議
会

で
審
議
い
た
だ
き
、
２
月
８
日
に
答
申
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。熱
心
に
議
論
い
た
だ
き
ま
し
た
委
員
の
皆
様
に
、

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

雲
南
地
域
に
お
き
ま
し
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
需
要

や
認
定
者
数
は
当
面
、
横
ば
い
で
推
移
し
て
い
く
と
見

込
ん
で
お
り
ま
す
。

　

一
方
で
、
こ
の
度
の
介
護
報
酬
改
定
が
プ
ラ
ス
１
．

５
９
と
引
き
上
げ
ら
れ
給
付
費
が
上
昇
す
る
こ
と
と
な

り
、
更
に
は
第
１
号
被
保
険
者
数
が
減
少
す
る
こ
と
で

被
保
険
者
１
人
当
た
り
の
保
険
料
負
担
は
上
昇
し
て
ま

　

令
和
６
年
２
月
雲
南
広
域
連
合
議
会
定
例
会
の
開
会

に
あ
た
り
、
令
和
６
年
度
の
取
り
組
み
に
お
け
る
私
の

基
本
的
な
考
え
方
を
申
し
上
げ
、
議
員
の
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
1
月
1
日
（
元
旦
）
に
石
川
県
能
登
半

島
に
お
い
て
最
大
震
度
７
を
観
測
す
る
地
震
が
発
生

し
、
多
く
の
尊
い
人
命
が
失
わ
れ
る
な
ど
、
甚
大
な
被

害
が
生
じ
ま
し
た
。

　

犠
牲
と
な
ら
れ
た
方
々
に
心
か
ら
お
悔
や
み
を
申
し

上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
被
災
さ
れ
た
す
べ
て
の
皆
様
に

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

高
齢
化
が
進
ん
だ
過
疎
地
域
で
の
災
害
は
、
私
た
ち

に
も
多
く
の
教
訓
と
課
題
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
度

の
災
害
を
他
山
の
石
と
し
て
、
し
っ
か
り
と
備
え
を
し

て
い
く
必
要
を
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
主
要
施
策
に
つ
い
て
申
し
述
べ
ま
す
。

ま
ず
、
雲
南
広
域
連
合
広
域
計
画
の
一
部
の
変
更
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
。

　

雲
南
広
域
連
合
で
は
、
こ
れ
ま
で
雲
南
地
区
ふ
る
さ
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い
り
ま
す
。
ま
た
、
団
塊
の
世
代
が
介
護
を
必
要
と
す

る
10
年
後
に
急
激
な
負
担
増
が
懸
念
さ
れ
て
お
り
、
第

９
期
計
画
の
介
護
保
険
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
介
護
給

付
費
準
備
基
金
を
一
部
取
り
崩
し
て
負
担
を
抑
制
し
つ

つ
、
基
準
と
な
る
月
額
保
険
料
は
５
，９
０
０
円
か
ら

６
，０
０
０
円
に
引
き
上
げ
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

に
し
て
お
り
ま
す
。

　

審
議
会
の
委
員
の
皆
様
か
ら
は
、
高
齢
者
を
地
域
全

体
で
支
え
る
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
さ
ら
な
る
推

進
や
介
護
人
材
の
確
保
と
家
族
介
護
者
に
向
け
た
支
援

は
、
優
先
的
に
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
と
の
ご
意

見
を
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
、
構
成
市
町
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
介

護
予
防
・
健
康
寿
命
の
延
伸
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と

と
も
に
、
介
護
事
業
所
の
現
場
の
皆
様
と
連
携
を
図
り

な
が
ら
、
事
業
の
生
産
性
向
上
や
業
務
効
率
化
に
取
組

み
、
必
要
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制
を
維
持
し
て
、

保
険
給
付
の
円
滑
な
実
施
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

次
に
、
消
防
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

　

令
和
５
年
中
の
主
な
出
動
状
況
に
つ
き
ま
し
て
は
、

火
災
が
、
前
年
よ
り
４
件
増
の
34
件
発
生
し
て
お
り
ま

す
。今
年
に
入
っ
て
建
物
火
災
が
３
件
発
生
し
て
お
り
、

尊
い
人
命
が
失
わ
れ
る
事
案
も
発
生
し
た
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
に
は
心
よ
り
ご

冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。
高
齢
化
に
よ

る
独
居
世
帯
が
増
え
、
こ
う
し
た
火
災
の
増
加
が
懸
念

さ
れ
る
な
か
、
今
後
、
各
市
町
、
消
防
団
、
関
係
機
関

と
連
携
し
、
一
層
の
防
火
意
識
の
啓
発
と
防
火
活
動
に

努
め
て
ま
い
る
所
存
で
す
。

　

救
急
出
場
は
、
令
和
５
年
は
前
年
よ
り
84
件
増
の

２
７
０
４
件
で
、
過
去
最
高
と
な
り
ま
し
た
。
医
療
機

関
に
搬
送
し
た
傷
病
者
の
う
ち
、
65
歳
以
上
の
高
齢
者

が
全
体
の
78
％
を
占
め
ま
し
た
。
年
々
増
加
す
る
救
急

需
要
に
対
し
て
、
医
療
機
関
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
機

関
と
の
連
携
を
深
め
る
と
と
も
に
、
計
画
的
な
救
急
救

命
士
の
養
成
や
職
員
の
知
識
・
技
術
の
向
上
に
努
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　

ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
の
搬
送
人
員
は
１
３
０
人
で
、
対
前

年
16
人
の
増
加
、
救
助
出
動
は
64
件
で
、
前
年
よ
り
６

件
の
減
少
と
な
り
ま
し
た
。

　

令
和
６
年
度
の
消
防
関
係
の
主
な
事
業
と
し
ま
し
て

は
、
消
防
庁
舎
の
大
規
模
改
修
事
業
の
う
ち
、
今
年
度

実
施
設
計
が
完
了
し
た
飯
南
消
防
署
の
改
修
工
事
に
着

手
し
、
令
和
７
年
度
に
計
画
し
ま
す
雲
南
消
防
署
の
改

修
に
伴
う
実
施
設
計
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

車
両
更
新
に
つ
き
ま
し
て
は
、
雲
南
消
防
署
に
配
置

す
る
、
は
し
ご
車
の
整
備
事
業
が
完
了
予
定
で
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
奥
出
雲
消
防
署
に
配
備
し
ま
す
高
規
格
救

急
車
の
整
備
事
業
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

　

大
規
模
災
害
の
年
明
け
と
な
り
ま
し
た
が
、
地
域
住

民
の
安
全
・
安
心
を
守
る
最
前
線
と
し
て
、
一
層
の
職

員
の
資
質
向
上
に
努
め
、
雲
南
地
域
の
住
民
の
皆
様
の

負
託
に
応
え
る
べ
く
、
精
進
す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　

次
に
、
下
水
道
事
業
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
も
下
水
道
事
業
経
営
戦
略
に
基
づ
き
、

合
理
的
・
能
率
的
な
施
設
運
営
を
行
う
こ
と
に
よ
り
収

支
均
衡
を
図
る
と
と
も
に
、
公
営
企
業
と
し
て
自
ら
の

経
営
状
況
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
将
来
に
向
け
た

経
営
基
盤
の
強
化
と
財
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
向
上
に
引

き
続
き
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

ま
た
、
雲
南
広
域
連
合
し
尿
の
く
み
取
り
料
に
つ
い

て
は
、
昨
年
12
月
議
会
定
例
会
で
現
行
の
18
リ
ッ
ト
ル

当
た
り
１
７
５
円
を
２
０
０
円
と
す
る
条
例
改
正
を
議

決
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
い
よ
い
よ
４
月
１
日
か
ら
新

し
い
料
金
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
対
象
世

帯
は
も
と
よ
り
、
管
内
の
住
民
の
皆
様
へ
の
周
知
を
含

め
、
円
滑
に
移
行
で
き
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
本
定
例
会
に
提
出
す
る
議
案
は
、
一
般
事
件

１
件
、
条
例
の
制
定
及
び
一
部
改
正
５
件
、
令
和
５
年

度
補
正
予
算
２
件
及
び
令
和
６
年
度
当
初
予
算
３
件
の

計
11
件
で
あ
り
ま
す
。
慎
重
な
る
ご
審
議
の
う
え
可
決

賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
令
和
６
年
度
に
臨

む
に
あ
た
っ
て
の
所
信
と
い
た
し
ま
す
。

　

令
和
６
年
２
月
19
日

　
　
　
　

雲
南
広
域
連
合
長

　
　
　
　
　
　
　

石　

飛　

厚　

志
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雲南広域連合　議 /会 /報 /告

令和５年12月22日、令和５年12月雲南広域連合議会定例会を開催しました。
この議会には次の議案を提出し、いずれも原案のとおり可決されました。

令和5年12月定例会

◦職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について
　令和５年人事院勧告等及び関係市町職員の給与改定の状況
を踏まえ、雲南広域連合職員の給与を改定するため、所要の
改正を行いました。

◦雲南広域連合火災予防条例の一部を改正する条例について
　対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具
等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の
改正に伴い、所要の改正を行いました。

◦雲南広域連合し尿処理に関する条例の一部を改正する条例に
ついて
　し尿のくみ取り料等審議会への諮問に対する答申を受け、
し尿のくみ取り料を改定するため、所要の改正を行いまし
た。

◦令和５年度雲南広域連合一般会計補正予算（第２号）
　既定額から歳入歳出1,945万円を増額し、総額を19億
5,470万円としました。
【主な内容】
　・人件費　	 　1,600万円
　・定年延長対応給与システム改修事業	 50万円
　・井戸水ポンプ修繕取替事業　	 　		200万円
　・被服貸与費　　　	 				68万円

◦令和５年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第２号）
　既定額から歳入歳出199万円を増額し、総額を86億8,435
万円としました。
【内容】
・人件費　　	 199万円

◦令和５年度雲南広域連合下水道事業会計補正予算（第１号）
①収益的支出の補正
　・営業費用（人件費）　	 	27万円
②流用することができない経費補正
　・職員給与費　　	 27万円

◦監査委員の選任につき同意を求めることについて
　飯南町の杤木博文氏が監査委員に選任されました。（再任）

議　　案　　名
採
決
結
果

中
村
　
辰
眞

佐
藤
　
隆
司

糸
原
　
文
昭

田
食
　
道
弘

上
代
　
和
美

景
山
登
美
男

石
原
　
武
志

白
築
　
俊
幸

藤
原
　
信
宏

早
樋
　
徹
雄

内
藤
　
眞
一

景
山
　
利
則

宇
都
宮
　
晃

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

雲南広域連合火災予防条例の一部を改正する条例について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

雲南広域連合し尿処理に関する条例の一部を改正する条例について 可決 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和５年度雲南広域連合一般会計補正予算（第２号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和５年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第２号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和５年度雲南広域連合下水道事業会計補正予算（第１号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

監査委員の選任につき同意を求めることについて 同意 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案の賛否状況です。なお矢壁正弘議長は採決に加わりませんでした。

［ 議決事項 ］

［ 採決結果 ］ 「〇」…賛成　「●」…反対　「－」…欠席
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令和６年２月19日、令和６年２月雲南広域連合議会定例会を開催しました。
この議会には次の議案を提出し、いずれも原案のとおり可決されました。

令和6年2月定例会

◦雲南広域連合広域計画の一部の変更について
　雲南広域連合における地域振興事業について、島根県市町
村広域連携事業支援補助金を活用し、継続して実施すること
に伴い、広域計画の変更を行いました。

◦雲南広域連合地域振興基金条例の制定について
　島根県市町村広域連携事業支援補助金を活用し、雲南地域
の活力の推進と振興に資することを目的に、地域振興基金を
造成するため、条例を制定しました。

◦会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び職員
の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について
　令和５年人事院勧告等による構成市町の対応及び地方自治
法の改正に伴い、会計年度任用職員に対し新たに勤勉手当を
支給する等のため、所要の改正を行いました。

◦雲南広域連合監査委員条例及び雲南広域連合下水道事業の設
置等に関する条例の一部を改正する条例について
　地方自治法の一部を改正する法律に基づき、引用条項を整
理するため、所要の改正を行いました。

◦雲南広域連合手数料条例の一部を改正する条例について
　地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正す
る政令に基づき、危険物施設等の設置許可の申請に係る審査
手数料額を改定するため、所要の改正を行いました。

◦雲南広域連合介護保険条例の一部を改正する条例について
　第９期介護保険事業計画に基づく介護保険料の改定及び所
得段階の多段階化に伴い、所要の改正を行いました。

◦令和５年度雲南広域連合一般会計補正予算（第３号）
　既定額から歳入歳出8,103万円を増額し、総額を20億
3,573万円としました。
【主な内容】・人件費
　　　　　　　　一般職	 △828万円
　　　　　　・地域振興基金積立	 	9,181万円
　　　　　　・消防庁舎大規模改修事業	 △250万円
　　　　　　（地方債補正含む）

◦令和５年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第３号）
　既定額から歳入歳出174万円を減額し、総額を86億8,261
万円としました。
【内容】・総務管理事業	 △147万円
　　　　・基金積立金	 	△27万円
　　　　・保険給付費	 事業費組替

◦令和６年度雲南広域連合一般会計予算
　歳入歳出予算の総額は、それぞれ17億113万円（対前年
14.0％増）と定めました。（詳細は６ページ）

◦令和６年度雲南広域連合介護保険特別会計予算
　歳入歳出予算の総額は、それぞれ81億7,748万円（対前年
1.6％減）と定めました。（詳細は７ページ）

◦令和６年度雲南広域連合下水道事業会計予算
〈業務予定量〉下水汚泥	 16,157ｔ（対前年2.9％減）
	　　　　　　　その他汚泥	 24,032ｔ（対前年3.5％減）
〈３条予算〉　収益的収入	 4億59万円（対前年6.3％増）
　　　　　　　収益的支出	 4億514万円（対前年6.3％増）
〈４条予算〉　資本的収入	 1,213万円（対前年0.2％増）
　　　　　　　資本的支出	 2,052万円（対前年0.5％増）

（詳細は７ページ）

議　案　名
採
決
結
果

中
村
　
辰
眞

佐
藤
　
隆
司

糸
原
　
文
昭

田
食
　
道
弘

上
代
　
和
美

景
山
登
美
男

石
原
　
武
志

白
築
　
俊
幸

藤
原
　
信
宏

早
樋
　
徹
雄

内
藤
　
眞
一

景
山
　
利
則

宇
都
宮
　
晃

令和６年２月
定例会

雲南広域連合広域計画の一部の変更について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

雲南広域連合地域振興基金条例の制定について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例及び職員の育児
休業等に関する条例の一部を改正する条例について

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

雲南広域連合監査委員条例及び雲南広域連合下水道事業の設置等に
関する条例の一部を改正する条例について

可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

雲南広域連合手数料条例の一部を改正する条例について 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

雲南広域連合介護保険条例の一部を改正する条例について 可決 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和５年度雲南広域連合一般会計補正予算（第３号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和５年度雲南広域連合介護保険特別会計補正予算（第３号） 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和６年度雲南広域連合一般会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和６年度雲南広域連合介護保険特別会計予算 可決 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和６年度雲南広域連合下水道事業会計予算 可決 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案の賛否状況です。なお矢壁正弘議長は採決に加わりませんでした。

［ 議決事項 ］

［ 採決結果 ］ 「〇」…賛成　「●」…反対　「－」…欠席
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令和６年度
雲南広域連合当初予算の概要

一 般 会 計 予算額は17億113万円です。
前年度当初予算と比べて2億890万円（14.0％）の増額となりました。

構成市町負担金12億7,695万円があります。前年度対比4,678万円の増額（3.8%増）

主な財源歳 入

総務費
7,848万円

消防費
14億7,364万円

◦一般管理費 … 6,158万円

◦常備消防費…10億4,400万円

◦消防施設費…4億2,964万円

◦文書広報費 … 467万円

◦財産管理費 … 1,010万円

・人件費
・財務システム、給与システム更新整備事業
・人事評価制度対応事業ほか

・人件費
・出動関係需用費等（燃料・消耗品・資機材等の整備等）
・庁舎、車両関係役務費、委託料等

・消防庁舎大規模改修事業
・災害対応特殊屈折はしご付き消防自動車整備事業
・高規格救急自動車整備事業
・警防活動維持管理事業
・消防庁舎整備事業

・ホームページ改修事業
・広報誌印刷費、ホームページのサーバー保守管理費ほか

・庁舎管理費ほか

歳入
（万円）

歳出
（万円）

市町負担金
127,695 

（75.1%）

消防費
147,364（86.6%）

使用料及び手数料
297（0.2%）

広域連合債
36,270

（21.3%）

総務費
（万円）

一般管理費
6,158（78.5%）

文書広報費
467（6.0%）

財産管理費
1,010

（12.9%）

会計管理費
197（2.5%）

監査委員費 9（0.1%）選挙管理委員会費 7（0.1%）

国庫支出金
2,821（1.7%）

県支出金
2,210（1.3%）

財産収入
67（0.0%）

寄附金
1（0.0%）

繰入金
550（0.3%）

繰越金他
1（0.0%）

諸収入
201（0.1%）

公債費
8,929（5.2%）

諸支出金
1（0.0%）

予備費
200（0.1%）

議会費
129（0.1%）
総務費
7,848（4.6%）
民生費
5,642（3.3%）

令和６年度　一般会計予算

主な使い道歳 出
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収入
（万円）

雲南市・奥出雲町・飯南町
からの負担金等
 31,964（79.8%）

長期前受金戻入
（補助金等対象償却資産
減価償却費見合分） 
7,621（19.0%）

その他
474（1.2%）

歳入
（万円）

国庫支出金
208,074（25.4%）

分担金及び負担金
126,411（15.5%）

保険料
（第１号被保険者保険料）
142,538（17.4%）

支払基金交付金
（第2号被保険者保険料）
206,339（25.2%）

県支出金
117,478

（14.4%）

財産収入 11（0.0%）
繰入金 16,895（2.1%） 諸収入他 2（0.0%）

支出
（万円）

汚泥処理費
27,194（67.1%）

減価償却費
10,224（25.2%）

その他
3,096（7.6%）

歳出
（万円）

保険給付費
740,267（90.5%）

基金積立金
11（0.0%）

地域支援事業費
48,189（5.9%）

保健福祉事業費
2,256（0.3%）

公債費 74（0.0%）
諸支出金 131（0.0%）
予備費 100（0.0%）
総務費 26,720（3.3%）

保険
給付費
（万円）

介護サービス等諸費
668,848（90.4%）

介護予防
サービス等諸費
23,511 （3.2%）

審査支払手数料
783（0.1%）

高額介護サービス等費
15,049（2.0%）

高額医療合算サービス等費
2,582（0.3%）

市町村特別給付費
1,384（0.2%）
特定入所者介護
サービス等費
28,110 （3.8%）

介護保険特別会計

下水道事業会計

予算額は81億7,748万円で、前年度当初予算と比べて
1億3,458万円（1.6％）の減額となりました。

令和２年度から下水道事業へ地方公営企業法の財務規定を適用し、公営企業会計として経理
しています。雲南市、奥出雲町、飯南町の下水汚泥等を雲南クリーンセンターで共同処理します。

　介護保険事業のうち、介護給付費及び地域支援事業費の50％は、国、県、市町が負担し、残りの50％を
介護保険料で賄っています。介護保険料は、40歳以上の方に納めていただき、40歳から64歳の方は27％
を負担（医療保険料と併せて納めていただいています。）、65歳以上の方は23％の負担をしていただくこととなっ
ています。総務管理費等の介護給付費及び地域支援事業以外の費用は、概ね市町が負担しています。

主な財源歳 入

保険給付費
74億267万円

地域支援事業費
4億8,189万円

保健福祉事業費
2,256万円

総務費
2億6,720万円

　要介護・要支援認定を受けた方が、介護保険サービスを利用したときに係る費用のう
ち、本人が負担する額を除いた広域連合(保険者)が負担する額です。
　◦居宅サービス費…16億2,315万円　　◦地域密着型サービス費…19億1,167万円
　◦施設サービス費…28億8,467万円

　要支援者等を対象とした訪問介護、通所介護、介護予防事業、地域包括支援センターの
運営、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援コーディネーターの体制
整備などの費用です。

　被保険者のみなさん全体を対象にした、地域支援事業以外の介護予防事業、自立支援事
業に係る費用です。

　人件費、介護保険料の賦課・徴収費用、介護認定審査に係る費用、介護保険事務処理シ
ステムに係る費用、介護人材育成にかかる費用等です。

令和６年度　介護保険特別会計予算

令和６年度　下水道事業会計予算

主な使い道歳 出

収益的収支 資本的収支

収入　1,213万円
支出　2,052万円

当期純利益（税抜）
△ 454 万円

収入　4億59万円 支出　4億514万円

資本的収入額が資本的支出額に対し
不足する額839万円は、過年度分損
益勘定留保資金で補てんします。
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雲
南
消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

出 動 件 数
令和５年１月１日～12月31日

　令和５年中の火災件数は 34 件で、令和になってからは最
多となりました。火災種別の第１位は建物火災の 15 件で増
加傾向にあります。
　救急件数は、2,704 件で過去最多となりました。

21
件

建物
9

林野
4

その他
7

車両
1

8
件

建物
3

車両
1

林野
2

その他
2

5
件

建物
3車両

1

その他
1

雲
南
市

火　災 34件（令和４年　30件）

奥
出
雲
町

飯
南
町

急病
1,177

交通
89

運動競技 5

転院搬送
168

一般負傷
264

労働災害 15 加害 1
自損行為 16

その他 4
火災 2

1,741
件

668
件

急病
384

転院搬送
151

一般負傷
94

交通 23
労働災害 5

自損行為 5運動競技 2

その他 4

293
件

急病
136

一般負傷
47

転院搬送
89

運動競技 2 自損行為 2

交通
11

労働災害
5

その他 1

雲
南
市

救　急 2,704件 内管外２件含む（令和４年　2,620件）

奥
出
雲
町

飯
南
町

39
件 交通

28

その他
6

火災 1

水難 2

建物等に
よる事故

2

16
件

交通
10

その他
5

機械事故
1

8
件

交通
5

その他
1建物等に

よる事故
1

機械事故
1

雲
南
市

救　助 64件 内管外１件含む（令和４年　70件）

奥
出
雲
町

飯
南
町

212
件

ドクターヘリ支援
137

救急支援
36

怪煙警戒
13

危険物
排除

5

その他 18誤報 3

69
件

ドクターヘリ支援
52

危険物排除
1

その他 5誤報 1

救急支援
10

誤報 1

31
件

ドクターヘリ支援
21

その他
5

救急支援
2
怪煙警戒

2
雲
南
市

その他災害 312件（令和４年　280件）

奥
出
雲
町

飯
南
町
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雲
南
消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

　雲南防火委員会では、秋季全国火災予防運動の一環として、管内
の 29 の幼年消防クラブに画用紙とクレヨンを配付し、クラブ員の
子どもたちに火災予防に関する図画を描いていただきました。
　この図画を園内に展示し、消防への理解と防火意識を育むととも
に、保護者の皆様や来園者等へ火災予防の普及啓発を図りました。

大東保育園（雲南市） さつき保育所（飯南町）

火災予防運動
図画展示

令
和
５
年
度 

島
根
県
消
防
表
彰
受
賞

令
和
５
年
11
月
21
日
、
日
頃
の
積
極
的
な
防
火
活
動
が
認
め

ら
れ
、
３
団
体
が
島
根
県
知
事
表
彰
を
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

雨川婦人防火クラブ（奥出雲町）

阿井幼児園幼年消防クラブ（奥出雲町）

八川小学校少年消防クラブ（奥出雲町）

幼年消防クラブの部

少年消防クラブの部 防火・防災クラブの部
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「春」
火災多発

雲
南
消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

地震に備えて、準備をしておきましょう地震に備えて、準備をしておきましょう
　令和６年１月１日16時10分頃、石川県能登地方で最大震度７の地震があり、甚大な被害が発生
しました。
　大きな地震は一度の揺れで終わるものではなく、何度も揺れがきて家屋が倒壊したり、がけ崩れ
が起きたりと被害が拡大していきます。
　地震大国の日本では、特定の地域に限って大きな地震が発生しているのではなく、雲南地域でも
発生する可能性はありますので、今一度、地震に対する備えを確認しておきましょう。

◉家具などの固定
◉非常用品・非常持ち出し品の準備
◉家族との連絡手段の確認
◉避難場所や避難経路の確認
◉防災訓練に参加する…など

　

昭
和
24
年
１
月
26
日
に
法
隆
寺
金
堂
壁
画
が
焼
損
し
た
こ
と
か
ら
、

１
月
26
日
は
「
文
化
財
防
火
デ
ー
」
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

雲
南
消
防
本
部
で
も
、
国
や
県
に
重
要
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
て

い
る
建
造
物
や
歴
史
資
料
な
ど
の
消
防
訓
練
や
立
入
検
査
を
実
施
し
、

文
化
財
関
係
者
や
地
域
住
民
の
防
火
意
識
の
高
揚
を
図
り
ま
し
た
。

文
化
財
防
火
デ
ー

訓練の様子（国指定の櫻井家住宅）

防火指導の様子

　「春」は空気が乾燥し、風が強く吹く日が多いことから火
災が発生しやすい季節となります。
　雲南消防本部管内の令和５年中の火災発生件数は34件で、
このうち３月から５月までの３ヵ月間に 22件の火災が発生
し、そのうちたき火や枯草焼きが原因で火災となったものは、
12件ありました。
　空気が乾燥し風のある日は屋外での火の取り扱いはやめま
しょう！！
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介護保険課からのお知らせ

雲南地域第９期介護保険事業計画に係る雲南地域第９期介護保険事業計画に係る
答申について答申について

【計画の概要】

【65 歳以上の方の介護保険料が変わります】

●計画の期間　　令和６年度から令和８年度までの３年間

●基本理念　　　「いつまでも自分らしく幸せな生活を続けられる地域の実現」
　　　　　　　　～いつまでも自分らしく幸せに暮らすことが出来る地域共生社会の実現を目指して～

●基本目標　　・安心して住み続けられる地域づくりの推進
　　　　　　　・認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進
　　　　　　　・生きがいを持って元気に暮らせる地域づくりの推進
　　　　　　　・介護人材の確保と資質の向上
　　　　　　　・持続可能な介護保険制度の構築

※当計画の詳細は、下記URLまたは右のQRコードから閲覧できます。
　https://kaigo.unnan.jp/about/about01/

●●基準月額（第５段階）の変更基準月額（第５段階）の変更
　被保険者の減少等により、今後介護保険を運営していくために必要となる保険料は増額していくこと　被保険者の減少等により、今後介護保険を運営していくために必要となる保険料は増額していくこと
が見込まれます。第９期については、介護給付費準備基金を一部取り崩し、保険料の大幅な上昇を抑制が見込まれます。第９期については、介護給付費準備基金を一部取り崩し、保険料の大幅な上昇を抑制
します。します。

●●制度改正にともなう所得段階の多段階化制度改正にともなう所得段階の多段階化
　負担能力に応じた保険料を納めていただく観点から、このたび国の標準所得段階が９段階から 13段　負担能力に応じた保険料を納めていただく観点から、このたび国の標準所得段階が９段階から 13段
階に見直されました。このことにより、雲南広域連合においても、令和６年度（第９期）から現行の階に見直されました。このことにより、雲南広域連合においても、令和６年度（第９期）から現行の
10段階から 13段階に見直しを行います。10段階から 13段階に見直しを行います。

　介護保険法に基づき、３年を１期として策定をする計画です。雲南広域連合が広域保険者
として雲南市・奥出雲町・飯南町の地域の実情を踏まえつつ、介護保険事業を円滑に実施す
るために必要な事業等を定めるものです。

介護保険事業計画とは

第 8 期
令和３年度～令和５年度

5,900 円

第 9 期
令和６年度～令和８年度

6,000 円

　２月８日、第９期介護保険事業計画（令和６年度～令和８年度）
について、雲南広域連合介護保険事業計画審議会の永瀬英雄会長、
秦和夫副会長から石飛連合長に答申が行われました。
　同審議会では５回の審議を行い、第８期の事業計画に基づく進
捗について評価するとともに、令和 6年度以降３年間の介護保険
施策の推進や、第１号被保険者の保険料などについてまとめました。
　雲南広域連合では、この答申を踏まえ雲南地域第９期介護保険
事業計画を策定しました。
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発 行

　雲南広域連合管内（雲南市・奥出雲町・飯南町）のし尿のくみ取り料は、平成９年４月から税抜単価が改定さ
れておらず、この間、人口減少や下水道などの普及により収集量は減少の一途にあります。加えて近年の燃料費
高騰等により事業者の事業運営が一層厳しいものとなっており、事業の縮小や廃止につながることが危惧される
とともに、住民サービスの低下につながることが懸念されています。　
　このたび将来にわたり、し尿収集業務が安定的に運営されていくために料金の引き上げを行うこととなりまし
た。皆様のご理解をお願いいたします。

改定前 改定後

175 円 200 円
※改定率14.3％

令和６年度からし尿のくみ取り料が変わります

【し尿のくみ取り料（18 リットル当たり : 税込）】 【新料金の適用日】
令和６年４月１日以降の
くみ取りから適用されます。

環境衛生課からのお知らせ

●●所得段階別の介護保険料所得段階別の介護保険料
　介護保険料は住民税の課税状況や収入・所得等に応じて 13段階に分けられます。　介護保険料は住民税の課税状況や収入・所得等に応じて 13段階に分けられます。

所得段階 対　　象 月　額 年　額

第１段階
生活保護受給者の方
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 2,570 円

（軽減後：1,550 円）
30,840 円

（軽減後：18,600 円）

世帯全員が住民税非課税で本人
の前年の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が

80万円以下の方

第２段階 80万円超
120 万円以下の方

3,880 円
（軽減後：2,680 円）

46,560 円
（軽減後：32,160 円）

第３段階 120 万円超の方 4,140 円
（軽減後：4,110 円）

49,680 円
（軽減後：49,320 円）

第４段階 世帯の誰かに住民税が課税され
ているが、本人は住民税非課税
で前年の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が

80万円以下の方 5,400 円 64,800 円

第５段階
（基準額） 80万円超の方 6,000 円 72,000 円

第６段階

本人が住民税課税で前年の合計
所得金額が

120 万円未満の方 6,750 円 81,000 円

第７段階 120 万円以上
210 万円未満の方 7,500 円 90,000 円

第８段階 210 万円以上
320 万円未満の方 9,000 円 108,000 円

第９段階 320 万円以上
420 万円未満の方 10,500 円 126,000 円

第10段階 420 万円以上
520 万円未満の方 10,800 円 129,600 円

第11段階 520 万円以上
620 万円未満の方 12,600 円 151,200 円

第12段階 620 万円以上
720 万円未満の方 13,200 円 158,400 円

第13段階 720 万円以上の方 13,800 円 165,600 円

※第１段階から第３段階の保険料については、公費により軽減を行います。
※ 4月、6月、8月（仮徴収）は、令和４年の所得等を基に保険料を仮計算し納付していただきます。令和５年の所得等が確定
したのちに再度介護保険料を計算し、令和６年度の年間保険料額が正式に決定します。仮徴収の通知は４月、年間保険料額の
通知は９月に送付しますので、ご確認ください。

みなさんの介護保険料は介護サービスの大切な財源です
介護保険は介護が必要となっても安心して暮らせるように社会全体で支えあう制度です。

保険料の納付にご理解とご協力をお願いいたします。


